
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

条

例

○
福
島
県
職
員
の
給
与
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
条
例

一

条

例

福
島
県
職
員
の
給
与
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
条
例
第
四
十
九
号

福
島
県
職
員
の
給
与
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
条
例

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
特
例
）

第
一
条

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
「
特
例
期
間
」

と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
九
号
。

以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に

対
す
る
給
料
月
額
（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
福
島
県

条
例
第
五
十
九
号
）
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
給
料
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
支
給
に
当

た
っ
て
は
、
給
料
月
額
か
ら
、
給
料
月
額
に
、
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

給
料
表
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
職
務
の
級
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る

割
合
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
減
額
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を

減
ず
る
。

給
料
表

職
務
の
級

割
合

行
政
職
給
料
表

二
級
以
下

百
分
の
四
・
七
七

三
級
か
ら
六
級
ま
で

百
分
の
七
・
七
七

七
級
以
上

百
分
の
九
・
七
七

公
安
職
給
料
表

三
級
以
下

百
分
の
四
・
七
七

四
級
か
ら
七
級
ま
で

百
分
の
七
・
七
七

八
級
以
上

百
分
の
九
・
七
七

教
育
職
給
料
表

二
級
以
下

百
分
の
四
・
七
七

三
級
以
上

百
分
の
七
・
七
七

研
究
職
給
料
表

二
級
以
下

百
分
の
四
・
七
七

三
級
及
び
四
級

百
分
の
七
・
七
七

五
級

百
分
の
九
・
七
七

医
療
職
給
料
表

一
級

百
分
の
四
・
七
七

(一)

二
級

百
分
の
七
・
七
七

三
級
以
上

百
分
の
九
・
七
七

医
療
職
給
料
表

二
級
以
下

百
分
の
四
・
七
七

(二)

三
級
以
上

百
分
の
七
・
七
七

医
療
職
給
料
表

二
級
以
下

百
分
の
四
・
七
七

(三)

三
級
か
ら
六
級
ま
で

百
分
の
七
・
七
七

七
級

百
分
の
九
・
七
七

２

特
例
期
間
に
お
い
て
は
、
給
与
条
例
に
基
づ
き
支
給
さ
れ
る
給
与
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
給
与
の
支

給
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
給
与
の
額
か
ら
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
相
当
す
る
額

を
減
ず
る
。

一

給
料
の
特
別
調
整
額

当
該
職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
の
月
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
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額
二

給
与
条
例
第
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
給
与

当
該
職
員

に
適
用
さ
れ
る
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
に
掲
げ
る
規
定
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
ア
か
ら
エ
ま
で
に
定

め
る
額

ア

給
与
条
例
第
十
九
条
第
一
項

前
項
に
定
め
る
額

イ

給
与
条
例
第
十
九
条
第
二
項
又
は
第
三
項

前
項
に
定
め
る
額
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得

た
額

ウ

給
与
条
例
第
十
九
条
第
四
項

前
項
に
定
め
る
額
に
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職

員
に
支
給
さ
れ
る
給
与
に
係
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

エ

給
与
条
例
第
十
九
条
第
五
項
又
は
第
六
項

前
項
に
定
め
る
額
に
、
同
条
第
五
項
又
は
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
支
給
さ
れ
る
給
与
に
係
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

３

特
例
期
間
に
お
い
て
は
、
給
与
条
例
第
十
二
条
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
同
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
得
た
額
か
ら
、
第
三
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
給
料
月
額
（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
福
島
県
条
例
第
五
十
九
号
）
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
給

料
を
含
む
。
）
に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も
の

で
除
し
て
得
た
額
に
福
島
県
職
員
の
給
与
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
島
県

条
例
第
四
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に
お
い
て
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
支
給
減
額
率
を
乗
じ
て
得

た
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
」
と
す
る
。

４

特
例
期
間
に
お
い
て
は
、
給
与
条
例
附
則
第
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
一

項
、
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
、
給
料
月
額
に
」
と

あ
る
の
は
「
、
給
料
月
額
か
ら
給
与
条
例
附
則
第
七
項
第
一
号
に
定
め
る
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ

た
額
に
」
と
、
第
二
項
第
二
号
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
前
項
」
と
、
第
三
項
中
「
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
」
と
あ
る
の
は
「
乗
じ
て
得
た
額
及
び
附

則
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
減
額
さ
れ
る
給
与
の
額
か
ら
減
ず
る
こ
と
と
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を

減
じ
た
額
」
と
す
る
。

（
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の
特
例
）

第
二
条

特
例
期
間
に
お
い
て
は
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
福
島
県
条
例
第
八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
期
末
手
当
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
期
末
手
当
の
額
（
こ
れ
ら
の
給
与
の
う
ち
、
福

島
県
職
員
の
給
与
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第

一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
額
か
ら
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
支
給
に
当
た
つ
て

減
ず
る
こ
と
と
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
）
」
と
す
る
。

（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
特
例
）

第
三
条

特
例
期
間
に
お
い
て
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
福
島
県

条
例
第
四
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
三
項
及
び
附
則
第
五
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
勤
務
時
間
条
例
第
十
五
条
第
三
項
中
「
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
得
た
額

か
ら
、
給
料
月
額
に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も

の
で
除
し
て
得
た
額
に
福
島
県
職
員
の
給
与
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
島

県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に
お
い
て
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
支
給
減
額
率
（
以
下
「
支

給
減
額
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
」
と
、
勤
務
時
間
条
例
附

則
第
五
条
中
「
除
し
て
得
た
額
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
除
し
て
得
た
額
か
ら
給
料
月
額
に
十
二
を
乗

じ
、
そ
の
額
を
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
で
除
し
て
得
た
額
に
当
該
職

員
の
支
給
減
額
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
に
」
と
、
「
除
し
て
得
た
額
）
」

と
あ
る
の
は
「
除
し
て
得
た
額
か
ら
、
給
料
月
額
に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
一
週
間
当
た
り
の
勤

務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
で
除
し
て
得
た
額
に
当
該
職
員
の
支
給
減
額
率
を
乗
じ
て
得
た
額

に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
）
」
と
す
る
。

（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
特
例
）

第
四
条

特
例
期
間
に
お
い
て
は
、
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三

年
福
島
県
条
例
第
七
十
七
号
）
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
寒
冷
地
手
当
」
と

あ
る
の
は
、
「
寒
冷
地
手
当
の
額
（
こ
れ
ら
の
給
与
の
う
ち
、
福
島
県
職
員
の
給
与
等
の
臨
時
特
例

に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
当
該
額
か
ら
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ
と
と
さ
れ
る
額
に
相
当

す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
）
」
と
す
る
。

（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
特
例
）

第
五
条

特
例
期
間
に
お
い
て
は
、
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三

年
福
島
県
条
例
第
七
十
八
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員
条
例
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

に
対
す
る
給
料
月
額
の
支
給
に
当
た
っ
て
は
、
給
料
月
額
か
ら
、
給
料
月
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る

職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
減
ず
る
。

一

任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
っ
て
、

そ
の
号
給
が
一
号
給
か
ら
三
号
給
ま
で
の
も
の
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
給
料
表
の
適
用
を

受
け
る
職
員

百
分
の
七
・
七
七

二

任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
っ
て
、

そ
の
号
給
が
四
号
給
以
上
の
も
の
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
を
受
け
る
職
員

百
分
の
九
・
七
七

（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
特
例
）

第
六
条

特
例
期
間
に
お
い
て
は
、
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年

福
島
県
条
例
第
八
十
五
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対

す
る
給
料
月
額
の
支
給
に
当
た
っ
て
は
、
給
料
月
額
か
ら
、
給
料
月
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
減
ず
る
。

一

任
期
付
職
員
条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
っ
て
、
そ

の
号
給
が
一
号
給
か
ら
四
号
給
ま
で
の
も
の

百
分
の
七
・
七
七

二

任
期
付
職
員
条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
っ
て
、
そ

の
号
給
が
五
号
給
以
上
の
も
の
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
を
受
け
る
職
員

百

分
の
九
・
七
七

（
福
島
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
特
例
）
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第
七
条

特
例
期
間
に
お
い
て
は
、
福
島
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三

十
一
年
福
島
県
条
例
第
五
十
六
号
。
以
下
「
学
校
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
給
料
月
額
（
福
島
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
福
島
県
条
例
第
六
十
四
号
）
附
則
第
六

項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
給
料
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
支
給
に
当
た
っ
て
は
、
給
料
月
額
か
ら
、

給
料
月
額
に
、
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
職
務
の
級
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
割
合
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支

給
減
額
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
減
ず
る
。

給
料
表

職
務
の
級

割
合

高
等
学
校
教
育
職
給
料
表

二
級
以
下

百
分
の
四
・
七
七

三
級
以
上

百
分
の
七
・
七
七

小
学
校
・
中
学
校
教
育
職

二
級
以
下

百
分
の
四
・
七
七

給
料
表

三
級
以
上

百
分
の
七
・
七
七

事
務
職
給
料
表

二
級
以
下

百
分
の
四
・
七
七

三
級
か
ら
六
級
ま
で

百
分
の
七
・
七
七

七
級
以
上

百
分
の
九
・
七
七

医
療
職
給
料
表

二
級
以
下

百
分
の
四
・
七
七

三
級
以
上

百
分
の
七
・
七
七

２

特
例
期
間
に
お
い
て
は
、
学
校
職
員
条
例
に
基
づ
き
支
給
さ
れ
る
管
理
職
手
当
の
支
給
に
当
た
っ

て
は
、
当
該
管
理
職
手
当
の
額
か
ら
、
当
該
職
員
の
管
理
職
手
当
の
月
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得

た
額
に
相
当
す
る
額
を
減
ず
る
。

３

特
例
期
間
に
お
い
て
は
、
学
校
職
員
条
例
附
則
第
七
項
の
規
定
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
、
給
料
月
額
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
給
料
月
額
か
ら

学
校
職
員
条
例
附
則
第
七
項
に
定
め
る
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
に
」
と
す
る
。

（
職
員
の
修
学
部
分
休
業
及
び
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
の
特
例
）

第
八
条

特
例
期
間
に
お
い
て
は
、
職
員
の
修
学
部
分
休
業
及
び
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
七
年
福
島
県
条
例
第
十
四
号
）
第
一
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
得
た

額
」
と
あ
る
の
は
「
得
た
額
か
ら
、
給
料
月
額
に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
一
週
間
当
た
り
の
勤
務

時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
で
除
し
て
得
た
額
に
福
島
県
職
員
の
給
与
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る

条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に
お
い
て
当
該
職
員
に
適
用
さ

れ
る
支
給
減
額
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
及
び
給
料
の
特
別
調
整
額
の
月
額
に
十
二
を
乗

じ
、
そ
の
額
を
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
で
除
し
て
得
た
額
に
百
分
の

十
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
」
と
す
る
。

（
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
特
例
）

第
九
条

特
例
期
間
に
お
い
て
は
、
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
福
島
県

条
例
第
百
一
号
）
第
七
条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
報
酬
（
月
額
で
定
め
る
報
酬
に

限
る
。
）
の
支
給
に
当
た
っ
て
は
、
報
酬
の
額
か
ら
、
報
酬
の
額
に
百
分
の
九
・
七
七
の
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
減
ず
る
。

（
端
数
計
算
）

第
十
条

こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ
と
と
さ
れ
る
額
を
算
定
す
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す

る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
三
年
福
島
県
条
例
第
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

３

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

（
人

事

課
）


